
県内企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、
安定的な雇用を確保するため、県内企業が円滑に事業承継を推
進する際の専門家の活用経費を支援します︕

譲渡側は石川県内に主たる事業所を有する中小企業者
譲受側は県内企業の当該事業を引き継ぐ者（事業を引き継ぐ創業予定者、
法人、個人事業主、親族、従業員等）

事業承継円滑化補助⾦のご案内

補助対象者

補助額･補助率

補助対象経費

補助上限額︓５０万円
補 助 率︓２/３（小規模事業者）、１/２ （中小企業）

● 申請は、（公財）石川県産業創出支援機構で受け付けます。
応募方法など詳しくは⇒https://www.isico.or.jp/

・ 事業（株式）譲渡契約書等の作成費⽤、代表者変更等に伴う登記委託費⽤ など
①親族内又は従業員承継にかかる専門家活用経費

令和８年５⽉１３⽇（⽔）〜 令和９年２⽉１⽇（⽉）
※随時受付（申請額が予算の上限に達し次第終了）

令和８年４⽉１⽇（⽔）〜 令和９年３⽉１⽇（⽉）

②第三者承継にかかる専門家活用経費
・ 譲渡契約前の譲渡企業に対する財務・法務等の詳細調査（デューデリジェンス）費⽤
・ 第三者承継（M&A）の仲介委託に係る費⽤（仲介⼿数料等※） など

補助対象期間

公募期間

※ただし、令和８年４月１⽇〜令和９年３月１⽇までの間に事業承継を完了すること



補助事業の流れ

申請・お問合せ先
〒920－8203
⾦沢市鞍月2丁目20番地石川県地場産業センター新館1階
（公財）石川県産業創出支援機構 コンサルティング事業部 経営支援課

TEL︓076-267-1244
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※申請前に支援機関からの確認書（様式第3号）を発⾏してもらう必要があります
※補助⾦の支払は補助事業期間終了後、精算払となります

確認書を発行する支援機関
・ 石川県事業承継・引継ぎ支援センター（TEL︓076-256-1031）
・ 県内商工会・商工会議所

各商工会議所(TEL)
⾦沢商工会議所 076(263)1151/ 小松商工会議所0761(21)3121/ 七尾商工会議所 0767(54)8888/
輪島商工会議所 0768(22)7777/ 加賀商工会議所 0761(73)0001/ 珠洲商工会議所0768(82)1115/
白山商工会議所076(276)3811

各商工会(TEL)
能美市商工会 076(204)6815/ 山中商工会 076(204)6816/ 川北町商工会 076(204)6817/
美川商工会 076(204)6818/ 鶴来商工会 076(204)6819/ 白山商工会 076(254)2828/
野々市市商工会 076(204)6821/ かほく市商工会 076(204)6822/ 森本商工会 076(204)6823/
津幡町商工会 076(204)6824/ 内灘町商工会 076(204)6825/ 羽咋市商工会 076(204)6829/
富来商工会 076(204)6830/ 志賀町商工会076(204)6831/ 宝達志水町商工会 076(204)6832/
能登⿅北商工会 076(204)6833/ 中能登町商工会 076(204)6836/門前町商工会 076(204)6854/
穴水町商工会 076(204)6855/ 能登町商工会 076(204)6856

※受付期間︓9時〜12時、13時〜17時（土⽇祝を除く）
※必要書類を準備のうえ、郵送または持参により申請してください
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※令和６年能登半島地震の影響により確認書の取得が難しい場合は、事務局まで
ご相談ください。




